
 

  

 

 

                                     

                                                                                                          

 師（お坊さん）も走り回るので「師走」。師走

という漢字は当て字で、万葉の昔は「十二月」と

書いて「しはす」と読み、「し」は仕事、「はす」

は、「果つる」と解釈されていたそうです。走る

にしても、はつるにしてもあわただしいことには変わりありません。気持ちを落ち着か

せ、じっくりとまとめ取り組む月にしたいです。  

 さて、１２月４日から１２月１０日の１週間は「人権週間」です。昭和 23 年（ 1948 年）

12 月 10 日、国際連合総会において、全ての人民と全ての国とが達成すべき共通の基準と

して、「世界人権宣言」が採択されました。採択日である 12 月 10 日は、「人権デー」と定

められています。  

北小学校では１２月１０日に人権集会を開き、学年の発達段階に応じて、基本的人権に

ついて学ぶ機会を設けます。人権とは、「人として、幸せに生きる権利」であり、「すべて

の人が生まれながらにもっている権利」のことです。子どもたちには、まず、人権とは何

かを具体的に示し、他の人の人権を尊重する気持ちをもたせたいと思います。そのこと

は、本校の目指す児童像、「思いやりのある子」実現にとっても非常に大切なことです。 

「人権」「思いやり」どちらも明確にとらえにくいことですが、具体的なモデル・行動

で示し、考えさせていきます。                                                                                                          

 １１月２９日金曜日、田平中学校校区４校合

同で学校保健委員会講演会を開催しました。長

崎県メディア安全指導員、坂本  浩一様を迎え、

「睡眠教育」をタイトルに講演していただきま

した。講演の内容をもとに、メディアと自分の関り方やルール、睡眠を十分にとる手立て

など、先生、保護者、児童生徒でグループをつくり話し合いました。それぞれの立場から、

意見を述べることで、より具体的に考える機会となりました。  

現代の子どもたちの実に 4～ 5 人に 1 人は、睡眠習慣の乱れや睡眠障害など何らかの睡

眠問題を抱えているという厚生労働省のデータもあります。情報過多な社会で、よりよい

情報を自ら学び、積極的に活用する力が求められる一方で、メディア依存による健康被害

の問題は、私たちの身近なところで起きている問題です。ぜひ、各家庭でメディアとの付

き合い方について考える機会ももってほしいと思います。  

  

 学校だよりや学級だよりの電子化は、“学校の

様子を保護者の方に知ってほしい！”という思い

で行っています。お子さんの端末を通してクラスルームには、学校だよりはもちろん、他

学級の学級だよりも見ることができます。また、学校 HP では、日々の子どもたちの様子

を配信しています。ぜひ、ご覧ください。  
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“新着情報”のコーナー、

では、学校生活中での子ど

もたちのがんばりを紹介し

ています。  


